
阿賀野市告示第１１号  

 阿賀野市出産子育て応援事業実施要綱を次のように定める。  

  令和５年１月２３日  

                    阿賀野市長 田 中 清 善   

 

   阿賀野市出産子育て応援事業実施要綱  

 （趣旨）  

第１条 この告示は、全ての妊婦及び子育て世帯が安心して出産し、子育てで

きるよう、妊娠期から出産、子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々な

ニーズに即した制度及び機関等に繋ぐ支援（以下「伴走型相談支援」という。）

の充実を図るとともに、出産育児関連用品の購入費助成（以下「経済支援」

という。）を一体的に実施するため、必要な事項を定めるものとする。  

 （支給対象者）  

第２条 この告示に基づく伴走型相談支援及び経済支援の対象となる者は、市

内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。  

(１) 令和５年１月１日以降に妊娠の届け出をした妊婦。ただし、産科医療

機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠したことが明らかで 

ある者に限る。 

(２) 令和４年４月１日以降、令和５年１月１日より前に出生した乳児の母 

(３) 令和４年４月１日時点で妊娠しており、令和５年１月１日より前に妊

娠の届け出をした者。ただし、前号に該当する者を除く。 

(４) 令和５年１月１日以降に出生した乳児の保護者 

(５) 令和４年４月１日以降、令和５年１月１日より前に出生した乳児の保

護者 

(６) その他市長が認めた者  

２ 出産応援給付金の対象者（以下「支給妊婦」という。）は、前項第１号か

ら第３号まで及び第６号のいずれかに該当する者とする。この場合において、

支給妊婦のうち前項第２号又は第３号に該当する者については、「遡及支給

妊婦」という。  

３ 子育て応援給付金の対象者（以下「支給養育者」という。）は、第１項第

４号から第６号までのいずれかに該当する者とする。この場合において、支

給対象者のうち第１項第５号に該当する者については、「遡及支給養育者」

という。 

４ 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者には、子育て応 

5.2.2 



援給付金は支給しない。 

(１) 児童手当法（昭和４６年法律第７３号）第４条１項第４号に規定する

小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設等の設置者 

(２) 法人 

（給付金の額）  

第３条 給付金の額は、次の各号のとおりとする。  

(１) 出産応援給付金は、支給妊婦及び遡及支給妊婦１人につき５０，００

０円  

(２) 子育て応援給付金は、支給養育者及び遡及支給養育者が養育する乳児

１人につき５０，０００円  

（給付の申請）  

第４条 出産応援給付金の給付を受けようとする支給妊婦は、面談及び妊娠届

出時に実施するアンケート（以下「妊娠時アンケート」という。）を実施後、

出産子育て応援事業＜出産応援給付金＞申請書（第１号様式。以下「出産応

援給付金申請書」という。）を妊娠中に提出するものとする。ただし、災害

その他本人の責めに帰さないやむを得ない特別な事情（以下「特別事情」と

いう。）により妊娠中に申請を行うことができなかった場合は、当該特別事

情がやんだ後３か月以内に申請を行うものとする。  

２ 面談及び妊娠時アンケート提出前に流産又は死産した支給妊婦において

は、面談及び当該アンケートを実施することなく申請できるものとする。  

３ 遡及支給妊婦は、令和５年１月１日以降令和５年４月３０日までの間に妊

娠時アンケート及び出産応援給付金申請書を提出するものとする。ただし、

特別事情により申請期間内に申請を行うことができなかった場合は、当該特

別事情がやんだ後３か月以内かつ令和６年２月末日までの間に申請を行う

ものとする。  

４ 妊娠時アンケート提出前に流産又は死産した遡及支給妊婦においては、当

該アンケートを提出することなく申請できるものとする。  

第５条 子育て応援給付金の給付を受けようとする支給養育者は、妊娠８か月

頃にアンケートを提出し、希望者には面談を実施するものとする。  

２ 前項の対象者は、乳児の出生後（以下「出生後」という。）面談及び出生

後に実施するアンケート（以下「出生後アンケート」という。）を実施した

後、出産子育て応援事業＜子育て応援給付金＞申請書（第２号様式。以下「子

育て応援給付金申請書」という。）を出生後４か月以内に提出するものとす

る。ただし、特別事情により出生後４か月以内に申請を行うことができなか



った場合は、当該特別事情がやんだ後３か月以内に申請を行うものとする。 

３ 出生後の面談及び出生後アンケート提出前に当該乳児が死亡した支給養

育者においては、当該面談及び当該アンケートを実施することなく申請でき

るものとする。  

４ 遡及支給養育者は、令和５年１月１日以降令和５年４月３０日までの間に

出生後アンケート及び子育て応援給付金申請書を提出するものとする。ただ

し、特別事情により申請期間内に申請を行うことができなかった場合は、当

該特別事情がやんだ後３か月以内かつ令和６年２月末日までの間に申請を

行うものとする。  

５ 出生後アンケート提出前に当該乳児が死亡した支給養育者においては、当

該アンケートを提出することなく申請できるものとする。  

（支給決定）  

第６条 市長は、第４条及び第５条の規定に基づく申請があったときは、その

内容を審査のうえ可否を決定し、当該申請者に出産子育て応援事業＜出産応

援給付金＞支給決定（却下）通知書（第３号様式）及び出産子育て応援事業

＜子育て応援給付金＞支給決定（却下）通知書（第４号様式）により通知す

るものとする。  

（給付金の支払い）  

第７条 給付金の支払いは、前条の規定に基づく支給決定後、申請のあった翌

月末までに申請者名義の預金口座に振り込むものとする。 

（決定の取消し及び返還）  

第８条 市長は、給付金の支給を受けた者に不正等の行為があると認めたとき

は、給付金の支給決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返

還させることができる。  

（資料の提供等）  

第９条 市長は、給付金の支払いに必要があると認めるときは、官公署及びそ

の他の関係機関に対し、必要な事項の報告や資料の提供を求めることができ

る。  

   附 則  

 この告示は、令和５年１月２３日から施行し、令和５年１月１日から適用す

る。  

 



第１号様式（第４条関係） 

 

出産子育て応援事業＜出産応援給付金＞申請書 

 

   年  月  日 

阿賀野市長 様 

 

＜申請者＞ 

住所  

氏名  電話番号  

妊娠届出日 年  月  日 

妊娠届出日時点の住所地（現住所と異なる場合のみ記載）  

 

 出産応援給付金の支給（妊婦１人につき５万円相当）を 

 

□  希望します。         □  希望しません。 

 

1. 同意欄 

□ 他の自治体で、出産子育て応援事業による出産応援給付金の支給を受けていません。 

 ※出産応援給付金の支給状況などについて、他の自治体に確認することがあります。 

 

2. 給付金の振込先 

金融機関  

種別 普通・当座 口座番号  

フリガナ  

口座名義人  

 

※支給希望の有無に関わらずご記入ください。 

 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援に必要となる場合には、市町村、医療機

関、相談支援関係機関等が把握した情報（妊娠状況や妊婦健康診査受診状況、伴走型相談

支援等で活用するアンケート結果や子育てガイドの内容等）について、必要に応じて相互

に確認・共有することに同意します。 

署名日    年  月  日 

署名            

 

＜市記入欄＞ 

妊娠時アンケート受付日 年  月  日 面談日 年  月  日 

備考  

 

銀行・農協 

信組・信金 

支店 

支所 



第２号様式（第５条関係） 

 

出産子育て応援事業＜子育て応援給付金＞申請書 

 

   年  月  日 

阿賀野市長 様 

 

＜申請者（保護者）＞     

住所  

氏名  電話番号  

乳児氏名  乳児の出生日 年  月  日 

 

 子育て応援給付金（乳児１人につき５万円相当）の支給を 

 

□  希望します。         □  希望しません。 

 

1. 同意欄 

□ 他の自治体で、出産子育て応援事業による子育て応援給付金の支給を受けていませ

ん。 

 ※子育て応援給付金の支給状況などについて、他の自治体に確認することがあります。 

 

2. 給付金の振込先 

金融機関  

種別 普通・当座 口座番号  

フリガナ  

口座名義人  

 

 

※支給希望の有無に関わらずご記入ください。 

 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援に必要となる場合には、市町村、医療機

関、相談支援関係機関等が把握した情報（産婦健康診査受診状況、産後ケア事業利用状況、

伴走型相談支援等で活用するアンケート結果や子育てガイドの内容等）について、必要に

応じて相互に確認・共有することに同意します。 

署名日    年  月  日 

署名            

 

＜市記入欄＞ 

8か月アンケート受付日   年  月  日 出生後アンケート受付日 年  月  日 

出生後面談日 年  月  日 備考  

 

銀行・農協 

信組・信金 

支店 

支所 



第３号様式（第６条関係） 

年  月  日 

 

 

 

 

出産子育て応援事業＜出産応援給付金＞支給決定（却下）通知書 

 

 

阿賀野市長          

 

  

   年  月  日付けで申請のありました出産子育て応援事業＜出産応援給付金＞の

支給について、下記のとおり決定（却下）しましたので通知します。 

 

 

１  支給します。 

 

支給額 円 

支払予定日   年  月  日 支払方法  

 

 

２  支給しません。 

 

理由 

 

 



第４号様式（第６条関係） 

 年  月  日 

 

 

 

出産子育て応援事業＜子育て応援給付金＞支給決定（却下）通知書 

 

 

 

阿賀野市長           

 

   年  月  日付けで申請のありました出産子育て応援事業＜子育て応援給付金＞

の支給について、下記のとおり決定（却下）しましたので通知します。 

 

 

１  支給します。 

 

支給額 円 

支払予定日   年  月  日 支払方法  

 

 

２  支給しません。 

 

理由 

 

 


